
【令和８年６月改定概要】 

下記のとおり令和８年度報酬改定に伴う単位の見直しを行います。 

 

１ 訪問型サービス（独自）費 

【改定】 

 (1) 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ  ＋所定単位数×270／1000 

 (2) 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ  ＋所定単位数×287／1000 

 (3) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ  ＋所定単位数×249／1000 

 (4) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ  ＋所定単位数×266／1000 

 (5) 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）   ＋所定単位数×207／1000 

 (6) 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）   ＋所定単位数×170／1000 

 

２ 通所型サービス（独自）費 

【改定】 

 ※利用定員が 19 人以上の場合 

(1) 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ  ＋所定単位数×111／1000 

 (2) 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ  ＋所定単位数×120／1000 

 (3) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ  ＋所定単位数×109／1000 

 (4) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ  ＋所定単位数×118／1000 

 (5) 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）   ＋所定単位数× 99／1000 

 (6) 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）   ＋所定単位数× 83／1000  

 ※利用定員が 19 人未満の場合 

  (1) 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ  ＋所定単位数×117／1000 

 (2) 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ  ＋所定単位数×127／1000 

 (3) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ  ＋所定単位数×115／1000 

 (4) 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ  ＋所定単位数×125／1000 

 (5) 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）   ＋所定単位数×105／1000 

 (6) 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）   ＋所定単位数× 89／1000 

  

３ 介護予防ケアマネジメント費 

【新設】 

 (1) 介護職員等処遇改善加算１                9 単位加算 

  （基本報酬のみ算定する場合／基本報酬の減算の有無は問わない） 

 (2) 介護職員等処遇改善加算２               15 単位加算 

  （基本報酬に減算があって、且つ初回加算と委託連携加算のどちらか一方を算定した場合） 

 (3) 介護職員等処遇改善加算３               16 単位加算 

  （基本報酬に減算がなく、且つ初回加算と委託連携加算のどちらか一方を算定した場合） 

 (4) 介護職員等処遇改善加算４               22 単位加算 

  （初回加算と委託連携加算をどちらも算定した場合／基本報酬の減算の有無は問わない) 


